
おたっしゃだより

　医療・介護に関する学びの講座を年に4回程度開催しています。第 1回目の講座を
以下の日程で開催します。ぜひ、お申し込みください！

■日　時： 5月17日㈰　 9時30分～ 11時30分（受付 9時～）
■テーマ：『災害時の備え』（予定）
■会　場：多久市社会福祉会館　１階会議室
■定　員：40人程度
■参加申込：高齢・障害者支援課 高齢者支援係
　　　　　　（☎0952-75-6033) までお申し込みください。
　　　　　　（ 4月30日㈭締切）
「参加したいけど移動手段がない…」
そんな人には送迎を行いますので、ご相談ください。

『介護予防講座 てらこ屋ちくたく塾』のご案内

「認知症ケアパス」が新しくなりました
　市では「みんなで、見まもり、見まもられ」をめざして、認知症に対する正しい知識の普
及と啓発に取り組んでいます。

　「認知症ケアパス」とは、認知症の人やその家族が地域
で安心して暮らしていけるように、認知症の状態ごとに
認知症の人やその家族が悩みやすいことなどを例示し、
対策方法を考えるヒントになるように作成したものです。
　今回は認知症の悩みを相談できる窓口や市内で受診で
きる医療機関の連絡先や連絡できる日時を追加し、本ケ
アパスから相談や受診をしやすくなりました。また、接
し方などについても追加しておりますので、認知症につ
いて悩みごとや不安がある場合などにご活用ください。

免許返納後の

～介護に関する相談に応じます～
　天寿荘在宅介護支援センター　　　☎0952-74-4818
　いこいの里在宅介護支援センター　☎0952-75-3558

 「 タ ク シ ー 利 用 券 」 を ご 存 じ で す か ？

タクシー利用料金の助成とは？

申請に必要な書類は次の通りです

　高齢者の運転による交通事故の抑止と免許返納後の移動手段に対
する不安を解消し、運転に不安を感じる高齢者の運転免許証の返納
の後押しを図るため、タクシー利用料金の助成を行っています。

　市内の協力タクシー事業所を利用する際に「タクシー利用券」を使用することで、 1乗車
あたり料金の 2割（上限600円）を割引します。利用券は、一人につき最大48回分配布します。

対象者（次の全てに当てはまる人が申請できます）

①多久市在住の65歳以上の人
②運転免許証を自主返納または失効から 1年以内の人

○自主返納した人
　・運転経歴証明書　・取消通知書（警察署などで返納した時にもらいます）
○失効した人
　・運転経歴証明書　・有効期限の切れた運転免許証
　※ご家族などで代理申請ができます。
　　くわしくは、高齢・障害者支援課にお問い合わせください

タクシー利用券申請の流れ（自主返納の場合）

申請窓口は、市役所 1階 高齢・障害者支援課☎0952－75－6033 です

⑴運転免許センターまたは警察署で返納の手続き
　※運転経歴証明書および取消通知書を取得してください。
　　運転経歴証明書は、即日交付されない場合があります
　※返納の手続きに関する詳細は運転免許センター
　　(☎0952-98-2220) などにお問い合わせください
⑵多久市高齢・障害者支援課でタクシー利用券の申請
　※運転経歴証明書および取消通知書がそろうまで
　　申請できません

「取消通知書」
A4サイズ

「運転経歴証明書」
運転免許証と
同じサイズ
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